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薬剤師奨学金返還支援事業費補助金の概要

県内の病院が勤務薬剤師に対し、当該病院で一定期間以上従事することを要件とした返還支援の実施に要する経費に対する補
助を行うことで、病院薬剤師の人材確保と定着促進を図り、県内における薬剤師の業態偏在・地域偏在の解消を行う。

○ 事業の目的

県内に従事する薬剤師数は年々増加しているが、人口10万人あたり
の薬剤師数は全国を下回っている（全国2６５.８人、滋賀県2４8.２人）。

薬剤師偏在指標（R5厚生労働省公表）では「薬局1.0３＞病院0.81」、
二次医療圏別では、甲賀、東近江、湖東、湖北区域では特に低い値であ
り、県内においては業態（病院－薬局間）および地域偏在が顕著である。

地域医療における薬物療法の有効性・安全性確保のため、病棟業務や
チーム医療の一翼を担う病院薬剤師の確保は喫緊の課題であり、偏在
解消に向けた取り組みが必要。

２０～30代では病院の方が薬局（ドラッグストア）より給与水準が低い
ことが示唆されており、病院での就職を断念する薬剤師が一定数いる
ものと推測される。

○ 背景・課題

奨学金返済支援（令和８年度から実施）
【補助対象事業者】
県内病院

（薬剤師に対する奨学金返還支援制度を設けている病院）

【補助金額、補助期間】
補助率 ：１／２（上限２．５万円/月）
※支援対象薬剤師は当該病院で勤務開始後１～２年目の者 等
※1名に対する最長補助期間は４年
最大補助額：２．５万円×１２月×４年×１人＝１２０万円

【補助人数】
毎年１０名分程度
※原則１病院１名分とするが、予算の範囲内で複数名の申請を認める
ことができる。

※応募多数の場合は、薬剤師少数区域、各病院の薬剤師充足率を勘案
して決定する。

【補助要件】
当補助制度により支援を受けた薬剤師が返済支援を受けた年数に２分
の３を乗じた期間、当該病院で勤務すること。
県が定めた「研修プログラム作成指針」に基づき、研修プログラムを
作成し、対象者に当該プログラムに基づく教育を実施すること。

調剤業務、服薬
指導、無菌調整
など基本業務を
マスター

１～２年目
病棟業務、多職種連携、
がん化学療法など、専
門性の高い業務を習得
し、基幹病院への派遣
研修により、専門性を
さらに向上

３～４年目
地域薬局への派遣研
修、地域での多職種
連携等を経験し、よ
り地域包括ケアシス
テムの中で活躍でき
る人材へ

５～６年目

○ 事業の概要

病院 0.95 0.96 0.72 0.66 0.67 0.70 0.79 0.81 0.80

薬局 1.17 1.14 0.87 0.97 1.00 0.87 0.74 1.03 1.08

偏
在
指
標

少 少 少 少

多 多 多 多
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10万人あたりの薬剤師数（令和6年） 病院 薬局

全国159.5人

全国51.1人

全国


